
○大田市自主防災組織育成事業補助金交付要綱 

平成２５年３月２９日 

告示第５０号 

改正 平成２６年４月１４日告示第５３号 

平成２８年３月３１日告示第４８号 

平成３１年３月２７日告示第４６号 

令和３年４月１日告示第１２５号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、自主防災活動の充実を図り、もって地域防災力

の向上に資することを目的として、自主防災組織に対し、予算の範

囲内においてその活動に要する費用の一部を補助することについて、

大田市補助金等交付規則（平成１７年大田市規則第４５号）に定め

るもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「自主防災組織」とは、地域住民が自主的

に防災活動を行うために組織する団体のうち、市長に自主防災組織

設置届出書を提出した団体をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる団体は、自主防災組織と

する。 

（補助対象事業及び補助対象経費） 

第４条 補助対象事業及びその事業区分ごとの補助対象経費は、次の

表のとおりとする。 

補助対象事業 補助対象経費 

防災資機材整

備事業 

情報収集伝達用

資機材整備 

携帯用無線機、電池メガホン 

携帯用ラジオ等の整備に要する経費 



消火用資機材整

備 

街頭用消火器、水バケツ 

防火衣等の整備に要する経費 

救出・救護用資

機材整備 

エンジンカッター、チェーンソー、ジャ

ッキ、救急箱、担架、テント、毛布等の

整備に要する経費 

避難用資機材整

備 

発電機、投光器、ヘルメット 

腕章等の整備に要する経費 

その他資機材整

備 

市長が必要と認める経費 

防災資機材更

新・修繕事業 

防災資機材更

新・修繕 

大田市自主防災組織育成事業補助金で

整備した防災資機材の更新・修繕に要す

る経費 

（補助率及び補助金の限度額） 

第５条 補助対象経費に対する補助率は、１０分の１０とする。  

２ 自主防災組織に対する補助金の限度額は、次の表に定めるとおり

とする。 

補助対象事

業 

自主防災組織の

区分 

補助回

数 

補助金の限度

額 

備考 

防災資機材

整備事業 

自治会単位で結

成された自主防

災組織 

１～３

回目 

１００，００

０円 

一組織につき年

１回交付とし、通

算５回を限度と

する。 

４～５

回目 

５０，０００

円 

町単位など自治

会単位より広い

地域で結成され

た自主防災組織 

１～３

回目 

２００，００

０円 

４～５

回目 

１００，００

０円 



防災資機材

更新・修繕

事業 

すべての自主防

災組織 

 ７０，０００

円 

一組織につき年

１回交付（大田市

自主防災組織育

成事業で整備し

た資機材に限

る。） 

（交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）

は、自主防災組織育成事業補助金交付申請書（様式第１号）に次に

掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

（１） 事業計画書 

（２） 収支予算書 

（３） 見積書の写し 

（４） その他市長が必要と認める書類 

（交付の決定） 

第７条 市長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があった

ときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認める

ときは、自主防災組織育成事業補助金交付決定通知書（様式第２号）

により申請者に通知するものとする。 

（変更等の承認） 

第８条 補助金の交付決定を受けた自主防災組織（以下「補助事業者」

という。）は、当該補助事業の計画を変更し、中止し、又は廃止し

ようとするときは、自主防災組織育成事業変更等承認申請書（様式

第３号）を市長に提出し、あらかじめその承認を受けなければなら

ない。ただし、市長が別に定める軽微な変更については、この限り

ではない。 



２ 市長は、前項の承認をしたときは、自主防災組織育成事業補助金

交付変更決定通知書（様式第４号）により、補助事業者に通知する

ものとする。 

（実績報告） 

第９条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、完了した日

から起算して３０日を経過する日又は当該年度の３月２０日のいず

れか早い日までに自主防災組織育成事業実績報告書（様式第５号）

に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

（１） 収支決算書 

（２） 補助事業の経過又は成果を証する書類、写真等 

（３） その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第１０条 市長は、前条の規定による補助金実績報告書の提出を受け

た時は、内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、自主防災

組織育成事業補助金確定通知書（様式第６号）により補助事業者に

通知するものとする。 

（交付の請求） 

第１１条 補助金は、前条の規定により確定した額を、補助事業者が

当該補助事業を完了した後において交付するものとする。 

２ 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとする

ときは、自主防災組織育成事業補助金請求書（様式第７号）を市長

に提出しなければならない。 

（交付決定の取消し） 

第１２条 市長は、虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付

決定を受け、又は補助金の交付を受けた者に対しては、その決定を

取り消し、又は補助金の返還を命ずることができる。 



（委任） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定

める。 

附 則 

１ この告示は、平成２５年４月１日から施行する。 

２ この告示は、令和６年３月３１日限り、その効力を失う。 

附 則（平成２６年告示第５３号） 

この告示は、平成２６年４月１４日から施行する。 

附 則（平成２８年告示第４８号） 

この告示は、平成２８年４月１日から施行する。ただし、附則第２

項の改正規定は、平成２８年３月３１日から施行する。 

附 則（平成３１年告示第４６号） 

この告示は、平成３１年３月２７日から施行する。 

附 則（令和３年告示第１２５号） 

この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

 



 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第６条関係） 

様式第２号（第７条関係） 

様式第３号（第８条関係） 

様式第４号（第８条関係） 

様式第５号（第９条関係） 

様式第６号（第１０条関係） 

様式第７号（第１１条関係） 

 


